
簡易無線局包括登録局の電子申請方法

マイページで「新規申請を開始」を選択

「登録局申請」を選択



上記を入力後、「申請情報入力」を押下

個別／包括 ：「包括」
宛先 ：「関東総合通信局長」
担当部課 ：「無線通信部陸上第三課」
申請（届出）区分：「再登録申請」
無線設備の規格 ：「デジタル簡易無線局」



「自動入力」を押下。修正が必要な場合は編集で修正。
※現在の登録内容と相違する場合は、変更申請（届）が必要です。

委任する（電子委任状を含まない）の場合は、委任状の添付が必要

2年以内に電波法に違反違反したことがない場合は、「無」を選択



記入不要。
※現在の登録内容と相違する場合は、変更申請が必要です。

有効期間内において開設する見込み数を記入。
（現在の使用局数（台数）＋今後使用し始める予定の局数（台数））

・登録の番号（関括K第○○号）を記入。
・登録状等に記載の登録の年月日を記入。

記入不要。
※現在の登録内容と相違する場合は、変更申請が必要です。



変更がある場合は送付先を記入。

「次ページ」を押下

申請内容に関する問い合わせ先を記入。
※日中連絡が可能な連絡先を必ず記載してください。



目的：簡易な業務
開設の目的コード：一般業務用

入力内容確認後、「入力完了」を押下



入力内容確認後、「送信」を押下
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